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母体保護法施行規則の一部を改正する内閣府令の公布について 

 

 

標記につきまして、こども家庭庁成育局長より別添のとおり通知がありまし

たので、その内容についてご了知願います。 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

殿 

【事務担当】 

 厚生部こども家庭室 

子育て支援課切れ目ない子育て支援担当 

 TEL 076-444-3226（直通） 



こ 成 母 第 ７ ２ ２ 号 

令 和 ６ 年 12 月 ６ 日 

 

都 道 府 県 知 事 

 各  保健所設置市長  殿 

      特 別 区 長 

 

こども家庭庁成育局長 

 

 

母体保護法施行規則の一部を改正する内閣府令の公布について 

 

 本日、母体保護法施行規則（昭和 27 年厚生省令第 32 号。以下「規則」という。）

の一部を改正する、母体保護法施行規則の一部を改正する内閣府令（令和６年内

閣府令第 110 号。以下「改正府令」という。）が別添のとおり公布されたところ

です。 

改正府令の内容等は下記のとおりですので、御了知いただきますようお願いし

ます。 

 

記 

第１ 改正府令について 

 １ 改正の趣旨 

母体保護法（昭和23年法律第156号）第25条に基づき、人工妊娠中絶を実施

した医師は、その月中の手術の結果を取りまとめ、都道府県知事に届け出る必

要があり、その届出は、規則別記様式第13号による報告票（以下「人工妊娠中

絶実施報告票」という。）によらなければならないこととされている（規則第

27条）。 

令和５年４月より、人工妊娠中絶実施報告票に人工妊娠中絶のための薬剤の

投与の有無の欄を設けているところ、記載をより明確にする観点から、所要の

改正を行うものである。 



 ２ 改正の内容 

規則別記様式第 13 号（２）に定める人工妊娠中絶実施報告票の「人工

妊娠中絶薬の投与の有無」の欄を改訂し、人工妊娠中絶薬の定義及び当該

欄に記載する際の注意事項を追記したこと。 

 

 ３ 施行期日 

 令和７年４月１日から施行すること。 

  

第２ 留意事項 

特に以下２点については、報告を予定される貴管内の医療機関及び施設

等にも周知いただきたい。 

・人工妊娠中絶実施報告票「人工妊娠中絶薬の投与の有無」は、妊娠９週

０日までで使用されるミフェプリストン・ミソプロストール製剤だけで

なく、妊娠中期において使用されるゲメプロスト製剤を使用した場合に

おいても、「有」と記載いただくこと。 

・今般の改正は、報告内容の統一を徹底することを趣旨としており、令和

７年４月１日以降に報告を行う際には、新たな様式を使用いただくこ

と。 

 

【添付資料】 

（別添）官報「母体保護法施行規則の一部を改正する内閣府令」（令和 6

年内閣府令第 110 号） 
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